
区

間

変
更
前

後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

(

メ
ー
ト
ル)

路

線

名

山
陽
自
動
車
道
吹
田
山
口
線

道
路
の
区
域

防
府
市
大
字
富
海
字
堂
願
寺
四
七
六
番
一
七
か
ら
同
市
大
字
富
海
字
春

日
野
六
一
三
番
二
ま
で

前

最
大

一
九
七

八
四
二

最
小

二
四

後

最
大

二
一
五

最
小

三
一

平成˜�年›月™š日 金曜日 第šŸšŸ号官 報

]
通
信
機
能

特
許
庁
長
官
が
交
付
す
る
電
子
計
算
機
用
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
を
用
い
て
、
申
請
人
端
末
と
特
許
庁
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
と
の
間
で
通
信
で
き
る
機
能

^
電
文
出
力
機
能

特
許
庁
長
官
が
交
付
す
る
電
子
計
算
機
用
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
を
用
い
て
、
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等

の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
10条
に
規
定
す

る
特
定
手
続
に
つ
い
て
、
特
許
等
関
係
法
令
の
規
定

〇
特
許
庁
告
示
第
一
号

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
（
平
成
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
一
号
）
第

十
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
五
及
び
第
三
十
四
条
の
四
の

規
定
に
基
づ
き
、
特
許
庁
長
官
が
定
め
る
電
子
計
算
機
の

技
術
的
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
六
年
四
月
二

十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
な
お
、
平
成
十
三
年
五
月
三
十

一
日
特
許
庁
告
示
第
七
号
「
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続

等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
第
二
項
、
第
七

条
及
び
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
入
出
力
装
置

の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件
」
は
、
平
成
十
六
年
四
月
二

十
七
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日

特
許
庁
長
官

今
井

康
夫

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
第
10条
の
２
、
第
23条
の
５
及
び

第
34条
の
４
の
規
定
に
基
づ
く
電
子
計
算
機
の
技

術
的
基
準

１
．
電
子
計
算
機
の
技
術
的
基
準

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
す
る
際
に

使
用
す
る
電
子
計
算
機
、
以
下
の
機
能
を
備
え
た
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

\
電
文
作
成
機
能

特
許
庁
長
官
が
交
付
す
る
電
子
計
算
機
用
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
を
用
い
て
、
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等

の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
10条
に
規
定
す

る
特
定
手
続
に
つ
い
て
、
特
許
法
（
昭
和
34年
法
律

第
121号

）、実
用
新
案
法
（
昭
和

34年
法
律
第

123

号
）、意

匠
法
（
昭
和

34年
法
律
第

125号
）、商

標
法

（
昭
和

34年
法
律
第

127号
）、特

許
協
力
条
約
に
基

づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
53年
法
律

第
30号
）
若
し
く
は
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等

の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
２
年
法
律
第
30号
）

又
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
（
以
下
「
特
許

等
関
係
法
令
」
と
い
う
。）の
規
定
に
お
い
て
書
面
に

記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た

電
文
を
作
成
す
る
機
能

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
九
十
号

次
の
よ
う
に
高
速
自
動
車
国
道
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九

号
）
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
中
国
地
方
整
備
局
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日

国
土
交
通
大
臣

石
原

伸
晃

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

山
陽
自
動
車
道

吹
田
山
口
線

防
府
市
大
字
富
海
字
堂
願
寺
四
七
六
番
一
七
か
ら
同
市
大
字
富
海

字
春
日
野
六
一
三
番
二
ま
で

平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日
十

四
時

に
お
い
て
書
面
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

事
項
を
記
録
し
た
電
文
を
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

へ
出
力
す
る
機
能
又
は
当
該
電
文
を
光
デ
ィ
ス
ク
へ

出
力
す
る
目
的
で
一
時
格
納
す
る
機
能

〇
特
許
庁
告
示
第
二
号

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
（
平
成
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
一
号
）
第

三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
工
業
所
有
権
に
関

す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第

三
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
特
定
手
続

以
外
の
指
定
特
定
手
続
等
と
し
て
工
業
所
有
権
に
関
す
る

手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の

二
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
手
続
の
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記

録
の
方
法
を
次
の
と
お
り
定
め
、
平
成
十
六
年
四
月
二
十

八
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日

特
許
庁
長
官

今
井

康
夫

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
（
以
下
「
特
例
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。）第
三

十
四
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
指
定
特
定
手
続
等
の
う
ち
次

に
掲
げ
る
手
続
に
係
る
証
明
書
、
刊
行
物
等
そ
の
他
の
物

件
の
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
は
、
手
続
の
円
滑
な
処
理
を
行

う
た
め
長
官
が
必
要
と
認
め
る
部
分
に
限
り
記
録
す
る
こ

と
と
す
る
。

一

特
例
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
二
第
八
号
に
掲

げ
る
物
件
の
提
出

二

特
例
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
二
第
九
号
に
掲

げ
る
情
報
の
提
供

三

特
例
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
二
第
十
三
号
に

掲
げ
る
刊
行
物
等
の
提
出

四

特
例
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
二
第
二
十
四
号

に
掲
げ
る
物
件
の
提
出

五

特
例
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
二
第
二
十
八
号

に
掲
げ
る
国
際
出
願
に
関
す
る
手
続
（
優
先
権
証
明

書
の
提
出
、
包
括
委
任
状
の
提
出
、
包
括
委
任
状
に

記
載
さ
れ
た
代
理
人
の
解
任
又
は
辞
任
の
届
出
及
び

謄
本
又
は
証
明
の
請
求
に
限
る
。）

六

特
例
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
二
第
二
十
九
号

に
掲
げ
る
上
申
に
係
る
書
類
の
提
出

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
八
十
九
号

日
本
道
路
公
団
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法

律
第
七
十
九
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
中
国
地
方
整
備
局
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日

国
土
交
通
大
臣

石
原

伸
晃

〇
特
許
庁
告
示
第
四
号

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）

第
八
十
条
第
一
号
ニ
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
五
十
三
年

九
月
二
十
九
日
特
許
庁
告
示
第
二
号
（
国
際
事
務
局
の
口

座
及
び
本
邦
通
貨
の
金
額
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
六
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
施
行

す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日

特
許
庁
長
官

今
井

康
夫

第
二
号
に
次
を
加
え
る
。

５

三
百
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン

二
万
四
千
九
百
円

〇
特
許
庁
告
示
第
三
号

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）

第
七
十
八
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
六
十
年
九
月

二
十
一
日
特
許
庁
告
示
第
二
号
（
特
許
庁
以
外
の
国
際
調

査
機
関
に
対
す
る
手
数
料
の
納
付
の
た
め
の
口
座
及
び
調

査
手
数
料
の
金
額
に
相
当
す
る
本
邦
通
貨
の
金
額
を
定
め

る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
六
年
六

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日

特
許
庁
長
官

今
井

康
夫

第
二
号
中
「
十
九
万
六
千
五
百
円
」
を
「
二
十
一
万
三

千
七
百
円
」
に
改
め
る
。

〇
環
境
省
告
示
第
三
十
号

自
然
公
園
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第

四
十
一
号
）
第
十
一
条
第
三
十
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

山
陰
海
岸
国
立
公
園
の
特
別
地
域
に
お
け
る
行
為
の
許
可

基
準
の
特
例（
平
成
十
二
年
十
月
環
境
庁
告
示
第
七
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
六
年
四
月
二
十

三
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日環

境
大
臣

小
池
百
合
子

題
名
中
「
特
別
地
域
内
」
を
「
特
別
地
域
及
び
特
別
保

護
地
区
内
」
に
改
め
る
。

第
一
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

鳥
取
砂
丘
地
区

鳥
取
県
鳥
取
市
大
字
浜
坂
及

び
岩
美
郡
福
部
村
大
字
湯
山
の
各
一
部

第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
鳥
取
砂
丘
地
区
に
係
る
基
準
の
特
例
）

第
十
一
条

鳥
取
砂
丘
地
区
に
お
い
て
行
わ
れ
る
規
則
第

十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
同
項

た
だ
し
書
中
「
又
は
学
術
研
究
」
と
あ
る
の
は
「
若
し

く
は
学
術
研
究
」
と
、「
適
合
す
る
も
の
」
と
あ
る
の
は

「
適
合
す
る
も
の
又
は
鳥
取
県
、
鳥
取
市
若
し
く
は
岩

美
郡
福
部
村
が
主
催
し
、
共
催
し
、
若
し
く
は
後
援
す

る
一
時
的
な
行
事
に
関
し
て
行
わ
れ
る
建
築
物
の
新

築
、
改
築
若
し
く
は
増
築
で
あ
つ
て
、
野
生
動
植
物
の

生
息
若
し
く
は
生
育
上
そ
の
他
の
景
観
の
維
持
上
重
大

な
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
、か
つ
、

第
一
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す

る
。
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